
 

 

○岡山市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態

にある障害児（以下「医療的ケア児」という。）を受け入れるため，医療的ケアを行う看護

師等を配置する私立保育所等に対し，予算の範囲内で補助金を交付するものとし，その交付

に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第

１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 私立保育所等 市内に所在し，次のいずれかに該当するもののうち，国，県及び市以外

のものが設置したものをいう。 

 ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条第４項の

認可を受けた法第３９条第１項に定める保育所（就学前の子どもに関する教育，保育

等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども

園法」という。）第３条第１項の認定を受けたものを除く。） 

 イ 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園  

(2) 看護師等 私立保育所等に勤務する看護師，准看護師，保健師又は助産師をいう。 

(3) 保育士等 私立保育所等に勤務する保育士及び保育教諭（当該私立保育所等を運営する

個人又は法人の役員を除く。）をいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，子ども・子育て支

援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第１号から第３号に掲げる小学校就学前の子ども

に該当する医療的ケア児を受け入れる私立保育所等が実施する次の各号に掲げる事業とす

る。 

(1) 基本事業 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等，対象児童の医療的ケ

アに従事する職員を配置し，医療的ケアを実施する事業 



 

 

(2) 研修受講支援事業 保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要な知識，技能

を修得するための研修受講の他，保育士等及び看護師等が医療的ケア児の保育に必要とな

る知識及び技術の習得，維持及び向上を図る研修受講を支援する事業 

(3) 保育士等補助者配置事業 派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保

育士等を補助し，医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う事業 

（補助事業者） 

第４条 補助事業者は，補助事業を実施する私立保育所等を運営するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するものは，補助事業者としない。 

(1) 市税を滞納しているもの 

(2) 規則第２０条第１項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け，当該取

消しの日の属する年度の翌年度から起算して１年を経過していないもの 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，次の各号に掲げる経費

とする。ただし，第２号及び第３号は，第１号に定める事業を実施する場合に限り対象とす

る。 

(1) 基本事業 

ア 看護師等及び認定特定行為業務従事者である保育士等の賞与，諸手当を含む給与，

賃金に相当する経費及びこれらの支出に係り補助事業者が負担する法定福利費の事

業主負担に相当する経費 

イ 看護師等の配置に係り人材派遣業者等に支払う委託経費のうち，仲介手数料等を除

く上記アに相当する経費 

(2) 研修受講支援事業 

   ア 保育士等及び看護師等の研修受講に要する受講料，テキスト代及び交通費等に相当

する経費 

   イ 保育士等及び看護師等の研修受講に係る代替職員の配置に要する前号ア及びイに

相当する経費 

（ただし，子どものための教育・保育給付交付金において給付の対象となる保育士１

人当たり年間３日分を除く。） 



 

 

(3) 保育士等補助者配置事業 派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保

育士等を補助し，医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配に要する第１号ア及びイに相

当する経費 

２ 前項の規定にかかわらず，他の補助事業の対象となっている経費については，補助対象経

費としない。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は，私立保育所等ごとに,前条第１項に定める各号について，補助対象経

費の実支出額から徴収金，寄附金その他の収入金を控除した額と別表に定める基準額又は加

算額とを比較して，いずれか少ない方の額とする。ただし,補助金の額は１，０００円未満

を切り捨てるものとする。 

 （補助の要件） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は，次の各号の要件のいずれも満たさなけ

ればならない。 

(1) 各月の初日において，医療的ケア児が１人以上在籍していること。 

(2) 各月の初日において，看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を配置し，

対象児童の医療的ケアを実施すること。 

(3) 第５条第１項第３号を実施する場合は，各月の初日において，派遣された看護師等又は

認定特定行為業務従事者である保育士等を補助する保育士等を配置し，医療的ケア児の保

育を行うこと。 

（補助金の交付申請） 

第８条 規則第５条第１項第５号に規定するその他市長が必要と認める書類は，次のとおりと

する。 

(1) 補助事業に係る看護師等及び保育士等の履歴書又は労働者名簿の写し 

(2) 補助事業に係る看護師等及び保育士等の雇用契約書又は雇入通知書その他雇用契約内

容が判明する書類の写し 

(3) 補助事業に係る看護師等が派遣された看護師等の場合は，派遣内容がわかるものの写し 

(4) 補助事業に係る看護師等の免許証，保育士等の資格証及び認定特定行為業務従事者認定

証の写し 



 

 

(5) 医療的ケア児の主治医の意見書及び指示書の写し 

(6) 医療的ケア児の主治医及び保護者等との協議のうえ作成した，緊急時及び災害発生時の

対応マニュアルの写し 

(7) 市税を滞納していないことを証明する書類 

（交付の条件） 

第９条 市長は，規則第７条第２項の規定に基づき，補助金の交付の決定に当たって，同条

各号に定める事項のほか，次の条件を付するものとする。 

(1) 事業により取得し，又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械，器具及びその

他の財産については，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する施行令（昭和３０年政

令第２５５号。以下「適化法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定により厚生

労働大臣が別に定める期間を経過するまで，市長の承認を受けないで，この補助金の交付

の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸付，担保に供してはならない。 

(2) 市長の承認を受けて前項に定める補助財産を処分することにより収入があった場合に

は，その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。 

(3) 事業により取得し，又は効用の増加した財産については，事業完了後においても善良な

管理者の注意をもって管理するとともに，その効率的な運用を図ること。 

(4) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により，補助金に係る消費税等控除額が

確定した場合は，岡山市医療的ケア児保育支援事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額報告書（様式第１号）により，速やかに市長に報告しなければならない。 

なお，補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社，一支所等）で

あって，自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず，本部（又は本社，本所等）で消費税

及び地方消費税の申告を行っている場合は，本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報

告を行うこと。また，補助金にかかる仕入れ額控除税額があることが確定した場合には，

当該仕入れ控除税額を岡山市に返還しなければならない。 

(5) この補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し，当該帳簿及び申請書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又

は廃止承認を受けた場合にはその承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しな

ければならない。ただし，事業により取得し，又は効用の増加した価格が単価３０万円以



 

 

上の機械，器具及びその他の財産がある場合は，前記の期間を経過後，当該財産の財産処

分が完了する日，又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別

に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（着手届及び完了届の免除） 

第１０条 規則第１５条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は要しない。 

（実績報告） 

第１１条 規則第１６条第１項第２号に規定するその他市長が必要と認める書類は,次のとお

りとする。  

 (1) 基本事業 

ア 補助事業に係る看護師等（認定特定行為業務従事者である保育士等を配置する場合

はその保育士等）の出勤簿等勤務実態を証明する書類の写し 

イ 補助対象経費に係る賃金台帳又は経費支出明細書等補助事業者の経費支出の事実

を証明する書類の写し 

(2) 研修受講支援事業 

ア 第５条第１項第２号に定める経費を支出した事実を証明する書類の写し 

イ 研修修了証明書の写し 

(3) 保育士等補助者配置事業 

ア 補助事業に係る補助を行う保育士等の出勤簿等勤務実態を証明する書類の写し 

イ 補助事業に係る賃金台帳又は経費支出明細書等補助事業者の経費支出の事実を証

明する書類の写し 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市長が別に定

める。 

附 則 

 この要綱は，平成３１年５月７日から施行し，平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は，令和３年８月６日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 



 

 

附 則 

 この要綱は，令和５年３月２２日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は，令和６年３月４日から施行し，令和５年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第６条関係） 

基準額 

（1か所当たり年額） 
備考 

第５条第１項第１号に係る経費に対する補助

金の額 

（看護師等を配置して医療的ケアを行う場合） 

５，２９０，０００円 

（看護師等を配置せず，認定特定行為業務従事

者である保育士等を配置して医療的ケアを行

う場合） 

４，９５０，０００円 

ただし，２人以上の医療的ケア児の受け入れが

見込まれる保育所等において，看護師等を複数

配置している場合は５，２９０，０００円を，

保育士等を複数配置している場合は４，９５

０，０００円を加算する。 

第７条第１号及び第２号に規定する要件

のうち，いずれかを満たさない月がある

場合は，要件を満たした月数を以下の金

額に乗じて得た額とする。 

（看護師等を配置して医療的ケアを行う

場合）４４０，０００円 

（看護師等を配置せず，認定特定行為業

務従事者である保育士等を配置して医療

的ケアを行う場合）４１２，０００円 

ただし，２人以上の医療的ケア児の受け

入れが見込まれる保育所等において，看

護師等を複数配置している場合は４４

０，０００円を，保育士等を複数配置し

ている場合は４１２，０００円を加算す

る。 

加算額 

（1か所当たり年額） 
備考 

第５条第１項第２号に係る経費に対する補助

金の額 ３００，０００円 

 

 

第５条第１項第３号に係る経費に対する補助

金の額 ２，１７０，０００円 

第７条に規定する要件のうち，いずれか

を満たさない月がある場合は，要件を満

たした月数を１８０，０００円に乗じて

得た額とする。 

 

 



 

 

様式第１号（第９条関係） 

 年  月  日   

 岡山市長       様 

 

            補助事業者 住所又は所在地 

                  設置者名 

                  施 設 名 

                  代表者名              印  

                   

岡山市医療的ケア児保育支援事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

    年 月  日付岡山市指令保幼第  号で交付決定を受けた，令和 年度岡山市

医療的ケア児保育支援事業補助金に係る仕入控除税額について，岡山市医療的ケア児保育支

援事業補助金交付要綱第９条第４号の規定により，下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の額の確定額        金                円                  

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除額 

  （補助金等返還相当額） 

                   金                円 

３ 添付書類  

 記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し，課税売上割合等が把握できる資料，

特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。 

※ 補助金返還額がない場合であっても，報告すること。 


